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はじめに

平成17年8月の人事院勧告では､平成17年度の公

務員給与の改定と昭和32年以来の大改革となる公務員

給与の構造改革について勧告がなされた｡

この給与勧告制度は､労働基本権制約のもとでそ

の代償措置としての機能を果たすものとして､人事

院ならびに都道府県人事委員会(以下､ r人事院等｣

とする)が労使当事者以外の第三者機関としての役

割を担い､官(公)民給与の比較に基づく給与勧告

を行うことで､納税者の理解を得ながら職員給与に

ついて決定する方式として定着してきた｡人事院等

は毎年の生計費や経済･雇用情勢などを反映した民

間企業における給与水準を撤密に調査し､職員の給

与との厳正な官(公)民比較を行い､ Egや他団体の

状況等を踏まえながら､給与勧告を行っている｡

公務員制度･給与改革については､これまで､ ｢行

政改革大綱｣ (平成12年12月1日間議決定)をはじ

め､ ｢公務員制度改革大綱｣ (平成13年12月25日間

議決定)の趣旨を踏まえ､ ｢今後の公務員制度改革の

取組について｣ (平成16年6月9日与党申入れ)を

受けて改革の具体化が進められてきた｡平成16年12

月には｢今後の行政改革の方針｣が出され､この中

で､ ｢地域における官民の給与較差｣ ｢諸手当の見直

し｣ ｢昇給･昇格の適確な運用｣など公務員給与のあ

り方についての検討が人事院等に求められた｡地方

公務員の給与についても､近年の民間における賃金

体系の見直しなどの情勢変化を踏まえ､給与決定に

おける職務給の原則がより的確に実現されることが

求められている｡また､全国の民間給与永準に基づ

き決定されている国家公務員の給与に準じてきた地

方公務員の給与水準が､昨今の厳しい地域経済の状

況等を背景に､地場貸金と比べて高いのではないか､

地域民間給与の反映が不十分ではないかなどの指摘

の中､昨年10月に総務省が設置した｢地方公務員の

給与のあり方に関する研究会｣において議論が進め

られ､平成17年8月に地方公務員の給与構造の見直

しに関する基本的方向性が示されたところである｡

その中で､地方公務員の給与構造に関してはr年

功重視から職務重視-の給料表構造の転換｣ ､ ｢昇給

や勤勉手当等における勤務実績のより的確な反映｣

という2つの方向性を目指して各地方公共団体がそ

の見直しに取り組むことが必要であり､見直しに当

たっては､地方公共団体の職務の性格や多様性､具

体の組織形態や規模等に留意しながら､職務･職責

を重視する内容で提案されている国家公務員におけ

る給与の見直しなどを参考としつつ､行うべきとさ

れている｡これらを受けて人事院等では､今回の勧

告の中に｢給与構造の改革｣を盛り込んだと考えら

れる｡

地方公務員である公立学校教員の給与については､

Eg立学校の教員の給与に準拠して定めるものとされて

いたが､国立学校が平成16年度から独立行政法人に移

行することとなった｡これを踏まえ､平成16年度から

は各都道府県が公立学校教員の給与について､条例で

主体的に定める必要が生じた｡平成17年当初の給料表
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は､平成15年に改定された給料表が準用されている｡

これは平成16年度の人事院等勧告では俸給表の改定が

見送られたことと､各都道府県人事委員会が独自に給

料表を作成するための準備がされていなかったことに

よるものである｡

こうした中､全国人事委員会連合会(以下､｢全人連｣

とする)では､教育公務員特例法の改正により国準拠

制が廃止された教員給与について､各人事委員会の参

考となるモデル給料表の作成に向けて､検討が行われ

てきたDこうした検討の結果を踏まえ､平成17年の給

与勧告に向けて､全人連として｢参考モデル給料表｣

(以下､ ｢全人連モデル｣とする)が策定された｡

そこで本稿では､平成17年の人事院等の報告および

勧告をもとに､平成17年度の公務員給与の改定と公務

員給与の構造改革を概観するとともに､平成17年9月

に全人連で策定された教員給与の新しい給料表モデル

である全人連モデルを中心に教員給与の見直しについ

て検討を行うo

Ⅰ.平成17年度給与改定

A.人事院勧告

平成17年度の人事院勧告では､官民給与の較差が

0.36%と民間よりも高水準であったために､それを解

消するため､ 2年ぶり■に月例給の引下げ改訂となっ

た｡具体的には行政職俸給表(-)において､すべて

の俸給月額を同率(0.3%)引下げられた(他の俸給表

もほぼ同様である)｡さらに扶養手当についても配偶者

にかかる扶養手当の支給月額が13, 500円から500円引

下げられ､ 13,000円となった｡また､医師の初任給調

整手当や委員､顧問､参与等の手当の限度額が引き下

げられたo一方､特別給である期末･勤勉手当(いわ

ゆるボーナス)については民間に見合うように4.4月

分から4.45月分と0.05月分引上げられた｡これによ

り､行政職(-)では平均で4千円(0.1%)の減額と

なった｡

その他､特殊勤務手当や官民比較の方法について見

直しや独立行政法人の給与水準の把握について勧告が

なされている｡

ら.都道府県人事委員会の勧告

8月の人事院勧告を受け､各都道府県の人事委員会

からの平成17度年給与等に関する報告および勧告がな

された｡平成17年度の給与改定については､大阪府で

給料表の改定はせず､扶養手当のみであったが､他の

都道府県では総じて俸給引き下げが勧告された｡引き

下げ率は､国(0.36%)と同程度の道府県がほとんど

だが､和歌山県(1.09%)と東京都(0.85%)は大き

くなっている｡配偶者にかかる扶養手当についてもお

おむね人事院勧告と同様に500円引き下げられた道府

県がほとんどであるが､東京都では15,500円から

14,500円､大阪府では16,000円から15,000円と扶養

手当が1,000円引き下げている｡

期末･勤勉手当については､ 44都府県が現行の4. 40

月から4.45月に引き上げるよう勧告されているが､山

形県では引き上げを行わず､4.40月に据え置きとされ

た｡北海道と鳥取県は4.45月に引き上げるが､実施時

期は平成18年度からとしている｡

人事院が算定した平成17年度の地域別官民格差によ

ると､全国の官民格差はマイナス0.36%だが､地域別

では北海道･東北(▲4,73%)､関東甲信越(0.01%)､

中部(0.73%)､近畿(▲0.69%)､中国･四国(▲4.27

%)､九州･沖縄(▲4.42%)となる｡

なお､教育職の給料表の改訂については後述する全

人連モデルによるものとなっており､行政職(-)を

もとに策定されているため､0.3%引き下げられた｡

Ⅱ.給与構造の改革

今回の人事院勧告では､給与制度について､俸給制

度､諸手当制度全般にわたる抜本的な改革について報

告および勧告がなされた｡以下､給与構造の改革につ

いて人事院勧告の概要をまとめるとともに各都道府県

の人事委員会勧告の動向について概観する｡

A.人事院勧告

これまで､国家公務員の給与は､国家公務員法と一

般職の職員の給与に関する法律により､職務給の原則､

威嶺主義に則って実施すべきものとされているが､現

実には､経済成長に伴う給与水準の上昇の下､長期継

続雇用を前提として､年功的な給与処遇が行われてき

た｡近年､民間企業においては､限られた人件費を従

業員の職務や成果に応じて適切に配分しようとする能

力主義､成果主義等による賃金制度が浸透してきてお
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り､公務においても､厳しい財政事情の下､民間と同

様に､給与の年功的上昇を抑制し､職務･職責と実績

を十分に反映し得る給与システムを構築することが不

可欠となっている｡

図1 :公務員給与に地場賃金を反映させるための地域間配分の見直し
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図2 :現行の調整手当の支給地域区分別の地域手当支給地域一覧
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また､国家公務員の俸給は､東京を含む全国平均を

基礎としてその水準が設定されていることから､地方

においては､国家公務員の給与が地域の民間企業､特

に地場の民間企業の賃金水準より高くなっている地域

が生じており､現在のような俸給と地域給の配分の在

り方については､抜本的な見直しが求められてきてい

る｡

図3 :年功的な給与上昇の抑制と職務･職責に応じた俸給構造-の転換

輪与カーブのItLしくフラット化)によL).年功的に上昇する始与

を抽朝し辛すヵ鼻簿釣には.若年の簾最新=ついて練単糸水準の
引下げを行わず､申高瀬舟の薄冷凍単を7親電緒下げ.薄鎗義金
韓では平均4.8取引蕃下げ蒙す且

薄給月威

執務･戦責に基づ(俸冷凍準を確果しますo

(欝絵素の執務の級閑の凍準の重なりを盛減)

【現市〕　　　　　　　　【見直し竣】

蜘鎗串かヅ

冶濠の鎗与力-ブ

溌如給与匁-ヲ

沸点功由与舟-プ

出典:人事院｢給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント｣より

図4 :勤務実績の給与-の反映
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こうした背景のもと､職員の士気を確保しつつ､

能率的な人事管理を推進するため､年功的な給与上

昇要因を抑制した給与システムを構築するとともに､

職務･職責や勤務実績に応じた適切な給与を確保し

ていくことが必要とされたのである｡そして､その

制度の基本は民間との均衡を考慮して整備していく

必要があり､また､新しい公務員給与のシステムが

国民の目から見て合理性･納得性をもつものが重要

であるとされた｡そして､具体的には､ ①公務員給

与に地場貸金を反映させるための地域間配分の見直

し､ ②年功的な給与上昇の抑制と職務･職責に応じ

た俸給構造-の転換､ (診勤務実績の給与-の反映等

を柱とした給与構造の改革､④スペシャリストのス

タッフ職としての処遇や､在職期間の長期化に対応

した複線型人事管理の導入に向けた環境整備などの

改革の必要性が指摘されている｡

(丑については､民間貸金の地域差をより公務員給与

に反映させるため､俸給表の水準を全体として平均

4. 8%程度引き下げた上で､民間賃金の高い地域にこれ

までの調整手当に替えて3%から18%の6段階の地域

手当を支給するとしている【図1および図2】｡また､

広域異動手当の新設がされる｡

②については､中高齢層は民間の中高齢層の賃金水

準との均衡を考慮してさらに2%糧度(7%)の引下

げを行う一方で､若年層の引下げは行わないことによ

り､給与カーブのフラット化を進めた俸給構造となっ

ている｡さらには職務･職責の違いを重視した俸給表

-の転換を図るため､職務の級間の俸給水準の重なり

を縮減するとともに､職務の級の役職段階との関係を

再整理し､職務の親の統合､新設を行っている【図3 】｡

③については､現行の俸給表の号俸を4分割するこ

とにより､弾力的な昇給幅を確保した上で､普通昇給

と特別昇給を勤務実績の評価に基づく昇給に統合し､

勤務実績を適切に反映できるよう整備を図るとしてい

るoまた､勤勉手当についても支給額に勤務実績をよ

り反映していくよう求めている｡

新たな昇給制度度については､従来の特別昇給と普

通昇給を統合し､昇給の区分を5段階(A～E)設け

ることにより､職員の勤務成績が適切に反映される昇

給制度が導入される｡これまで､年4回の昇給時期を

年1回(1月1日)に統一し､昇給号俸数は､ A (檀

めて良好)で8号俸以上､ B (特に良好)で6号俸､ C

(良好)で4号俸､ D (やや良好でない)で2号俸､ E
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(良好でない)は昇給なしとする｡ただし､管理職層は､

C (良好)を3号俸昇給に抑制し､ B以上は分布率に

よって定められ､ D以下については､該当事由に関す

る判断基準を別に設定することとされた｡現在の55歳

昇給停止措置に替えて､55歳以上の昇給については昇

給幅を通常の半分趨度に抑制することとなった｡

勤勉手当については､勤務実績を支給額により反映

し得るよう､査定原資を増額(平成17年の引上げ分

0.05月分のうち0.03月分を平成18年の6月期､ 12月

期の勤勉手当の査定原資として配分) L r優秀｣以上

の成潰区分の人員分布の拡大が図られる｡ r特に優秀｣

は1%が5-10%-､ r優秀｣は20%が25-30%にそ

れぞれ拡大となる人員分布率が設定される【図4】｡

④については､高度の専門能力を持つスペシャリス

トがスタッフとして漕躍できる給与の枠組みを準備す

るとともに､在職期間の長期化-の対応の観点から､

職員が専門的な能力･経験を活かしつつ多様な働き方

ができるよう､複線型人事管理の導入に向けての環境

整備として､ 3級構成程度の簡素な専門スタッフ職俸

給表の新設が求められている｡

なお､実施のスケジュールについては､超過措置を

含め段階的に導入し､平成22年度までの5年間で完成

が求められている｡新俸給表については平成18年4月

1日から適用し､同日にすべての職員の俸給月額を新

俸給表に切替えられる｡地域手当については平成18年

度から､広域異動手当は平成19年度から段階的に導入

される｡専門スタッフ職俸給表の新設は平成22年度ま

での間に実施される｡新昇給制度は平成18年4月1日

から実施され､新制度による最初の昇給は平成19年1

月1日からとなる｡勤勉手当の勤務実績反映の拡大は

平成18年の6月期から実施される｡新昇給制度におけ

る勤務成績の判定にかかる改善措置等の活用は､平成

18年4月1日から管理職層について先行して行われ､

引き続き､他の職員についても行われる｡

ら.都道府県の人事委員会勧告

平成18年度から実施する国の給与構造改革-の対応

については､唯一､宮城県では導入が見送られた｡そ

の理由として､｢(》人事院勧告に準じた場合､県の公民

較差と帝難が生じること､②地域手当については､圏

域を超えての通勤も一般化している等の県の実態や､

給料表見直しとの関連を含めて検討する必要があるこ

と､ ③勤務実演に基づく処遇については､より客観的
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かつ公平･公正な評価制度を整備していくことが求め

られていること等の課題があることから､本県の実情

を精査するとともに､国及び他の地方公共団体の動向

を的確に把握しながら､今後さらに検討を行う｣との

ことである2｡また､東京都は構造改革を実施するが､

給料と地域手当の配分の在り方については引き続き検

討するとしている｡その他､ 45道府県ではおおむね国

に準じた給与構造改革を実施するよう勧告がなされた｡

この勧告に従い､給与構造の改革が実現すれば､平成

18年度以降､地方公務員の給与水準は実質的に大きく

下がる｡

この改革では給与カープのフラット化を進めるため､

俸給引き下げ率を中高齢層で最大7%と高くし､逆に

若年層では低く抑えられている｡地方公務員は国より

平均年齢が高いことから､給料引き下げ率は国の平均

4.8%を上回る公算が大きい｡実際､奈良県では6.55

%､京都府では平均5.8%､香川県は同5.6%と引き下

げ率を試算しているo

給料表の引き下げに対応して導入される地域手当に

ついては､その適用される地域が限定されるために､

北海道や東北､九州などの県内勤務者の給与水準は大

幅に下がる｡今回の各都道府県の勧告では､人事勧告

で示された基準を適用するところ､県内一律支給など

独自に基準を設けるところなどもある｡

教員給与については､先の平成17年度改定と同様に

多くの道府県で全人連モデルによる給料表の改定が行

われている｡宮城県では､給与構造の見直しについて

は上述の通り､全国で唯一､今回の給与構造の改革が

見送られているために教育職の給料表の改定等につい

ても｢全職種で見送られているため､同様の扱い(見

送り)｣とのことである3)｡従って､現時点では唯一､

平成18年度以降の給与構造改革に対応した全人連モデ

ルの教育職給料表についても導入が見送られているQ

しかし､平成17年度改定では全人連モデルを採用して

いることからも県内での調整が済み次第､給与構造改

革に対応した全人適モデルが導入されると考えられる｡

東京都では既に2級と3級の間に特2親が設けられ

ており､全人連モデルを修正したものとなっていると

ともに､若干ではあるが給料月額が高くなっている｡

また､大阪府でも高校や盲･ろう･養護学校教員につ

いて､ ｢特2級(-首席及び指導教諭)｣が新設された

ものとなる｡さらに神奈川県でも総括教諭用に新教が

設置されるように勧告がなされた｡また､従来､学歴

等の関係から分離されていた′ト中教員用の給料表と高

校教員の給料表を一つにまとめている｡

Ⅲ.教員給与の見直し

人事委員会勧告の中で､教員給与については新しい

教員給料表モデルである｢全人連モデル｣をもとに給

料表が改訂されている｡また､いくつかの都府県では

教職調整額や諸手当の見直しの検討が指摘されている｡

そこで､本章では全人連モデルの概要を中心に教員給

与の見直しについて検討する｡

A.全人連による新しい教員給料表モデル

公立の高等学校及び中学校り｣､学校等に勤務する教

員の給料表は､国立学校教員の俸給表に準拠してきた

が､国立大学の蔭人化に伴い国の俸給表がなくなった

ことから､都道府県及び指定都市並びに､特別区人事

委員会で組織する全国人事委員会連合会によって､平

成17年9月2日に教員給与に関するr参考モデル給料

表｣が策定された｡

今回策定された2種類の給料表のモデルは､ 8月の

人事院勧告で平成17年度の官民格差を踏まえた改定俸

給表と､平成18年度以降の給与構造の改革に伴う俸給

表がそれぞれ対応するものである｡作成に当たっては

従来､教員に適用される俸給表は一般行政職に適用す

る行政職俸給表(-)との均衡を考慮して作成されて

きたことから､モデル給料表の作成に当たっても同様

に行政職俸給表(-)との均衡が考慮されたo

平成17年度のモデル給料表では､人事院勧告で平成

17年度の俸給月額の一律0. 3%引き下げ改定が行われ

たのに合わせ､俸給月額を一律0.3%引き下げられて

いる｡

平成18年度以降のモデル給料表も､給与構造の改革

に沿って作成されている｡引下げの改定率は､高校教

具に適用される旧教育職俸給表(二)相当のモデル給

料表では平均4. 9%､小中学校教員に適用される旧教

育職俸給表(三)相当のモデル給料表では同4.7%で

ある｡また､級や号俸についても給与構造改革と同様

に再編を行い､号俸関係では現行号俸を4分割すると

ともに､枠外昇給の廃止を踏まえ､ 3号俸の号俸延長

を行われている｡職務の級については､新設･統合は

行われなかった｡
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一方､昇格時の号俸決定方法については給与構造改

革と同様に変更された｡どの号俸からの昇格でもメ

リットが一定となるように､現在のいわゆる1号俸上

位昇格制度から､職務の級別に一定額を加算した額を

基礎として算定する方法に改められた｡

B.手当等の見直しについて

今回の全人連モデルにおいては｢教職調整額｣ ｢義務

教育教員特別手当｣については､ともに改定されな

かった｡

｢教職調整額｣は｢公立の義務教育諸学校の教育職員

の給与等に関する特別措置法｣で給料月額の1 0 0分

の4に相当する額を基準として定めることとされてい

る｡従って､今回の給料表との関係で金額的にはその

額が低下するが､これは一般の職員の超過勤務手当の

単価が低下することと同一であり､今回特別にその支

給割合を改定する必要はないとされた｡

同様に｢義務教育教員特別手当｣は､人材確保法(｢学

校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教

育職員の人材確保に関する特別措置法｣)に基づく教員

給与の特別改善の一環として設けられた手当であり､

給料月額の6%に相当する額が支給されてきたo今回

の給料表の改定との関連でこれを改定する必要性はな

いとされた｡

しかしながら､今回の人事委員会の勧告においては

福島県や長野県､岡山県などで教職調整額や義務教育

教員特別手当の見直しが指摘されている｡その他にも

産業教育手当や定時制通信教育手当､-き地手当など

の見直しについて､鳥取県や島根県､岡山県など､い

くつかの県で課題とされている4)0

このような指摘の背景には､厳しい社会経済状況の

中で､公務員､特に教職員の待遇をめぐる批判が強く､

また､自治体においても財政的に危機的な状況があり､

教員の給与が一般の公務員に比べ優遇されているとい

うこと-の不満などがあげられる｡こうした状況のも

と､平成17年12月に閣議決定された｢行政改革の重

要方針｣では､ r総人件費改革基本指針｣ (平成17年11

月14日経済財政諮問会議)に即し国の行政機関の定員

(33.2万人)を今後5年間で5%以上純減させること

が盛り込まれた｡地方公務員については｢経済財政運

営と構造改革に関する基本方針2005｣ (平成17年6月

21日間議決定)で要請された4. 6%以上の純減確保に

向け､取り組むとされている｡特に､人員の多い教職
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員(給食調理員､用務員等を含む｡)については､児童･

生徒の減少に伴う自然減を上回る純減を確保すること

が要請されている｡

その上で､地方公務員の給与については､地域の民

間給与の水準を的確に反映したものになるよう､今回

の国家公務員の給与構造改革に準じた改革を徹底し､

人事委員会機能の強化に取り組むとともに､給与情報

等の情報公開等により住民自治を原動力として不適切

な手当等の是正を徹底するとされ､その一つとして教

職員の給与があげられている5)｡

また､東京都教育委員会では､平成15年5月に

｢教員の給与制度検討委員会｣が発足し､教職調整額

の支給見直しや産業教育手当､定時制通信教育手当

の見直しが行われた｡これを受け､教職調整額の一

律的適用をやめ､大学院派遣研修生や指導力ステッ

プアップ研修生には4%を2%に引き下げて支給し

ている｡さらに第二次報告では､義務教育教員特別

手当の見直しや小中学校と高等学校の2つの給料表

の一本化などが検討されている｡

今回の全人連モデルの策定では､教職調整額や義務

教育教員特別手当をはじめとする諸手当等の見直しは

行われなかったが､政府の方針や人事委員会勧告､東

京都の動きなどからも平成18年度以降に本格的な検討

が行われることになるだろう｡

Ⅳ.まとめ

これまで平成17年度の人事院等勧告の概要と全人連

が策定した新しい公立学校教員給料表モデルを中心に､

教員給与の見直しについて整理してきた｡

平成17年度の人事院勧告では､平成17年分の給与

改定と平成18年度以降の給与構造の改革について報告

ならび勧告が行われたoまず､平成17年分の給与改定

については官民比較の結果､国家公務員の給与が民間

を上回っていたために､ 2年ぶりに俸給表も改定され､

平均0, 36%の給与引下げとなった｡特別給に当たる勤

勉手当については0. 05%引き上げられたo

次いで､給与構造の改革については昭和32年以来の

大改革ともいわれているが､俸給水準の引下げ､地域

手当の新設､給与カーブのフラット化などこれまでの

公務員給与の水準を大きく引き下げる改革であるとと

もに､人事評価による勤務実績の給与-の反映等の勧



174 東京大学大学院教育学研究科教育行政学研究室紀要　第25号　2006年

告となった｡

人事院勧告を受けて､都道府県人事委員会でも勧告

が行われたのだが､給与構造の改革については宮城県

が唯一､導入を見送ったが､他の都道府県では新しく

導入される地域手当の取り扱いに独自性も一部見られ

るものの人事院勧告に沿った勧告が行われている｡こ

れまで人事院勧告に準じた｢国公準拠｣の給与勧告が

行われており､独自に給料表を作成することが困難で

あることも要因として考えられるであろう｡このよう

に地方公務員の給与決定においては､依然として人事

院勧告の影響が大きいと考えられる｡

教員給与については､国公準拠の廃止を受けて､全

人連が新しい公立学校教員給料表のモデルを策定した｡

そして､東京都では若干高めの給料設定となっている

が､他の道府県では今回策定された全人連モデルをそ

のまま採用している｡つまり､今回の全人連モデルの

導入によって､一時的にではあるが､全国同一の給料

表が用いられているということであるo給与構造の改

革に関する勧告に従えば､今後は地域手当の運用に

よって､地域間較差を考慮していくことになる｡しか

し､今後､優秀な人材確保のためには財政状況も勘案

しながら､初任給の格付けや昇給方法等によって､都

道府県で差が生じることも考えられる｡

さらに､教職調整額や義務教育教員特別手当をはじ

め､教員給与構造の全体の見直しの声が強まっている｡

今回の人事委員会勧告でもいくつかの県で報告として

出されており､現に東京都では教員の給与制度検討委

員会が設置され､実際に見直しが行われている｡

これらの動向を踏まえ､今後の課題としては､各都

道府県において､今回全人連モデルによって統一され

た給料表を適用することで､実際にどの程度給与額の

違いがあるのか､また､今後､この全人連モデルがど

のように運用されていくのかを検証する必要があろう｡

同様に､諸手当等の支給の実態についても整理する必

要がある｡そして､今回は全人連が教員の給料表の策

定に大きな影響を及ぼしたわけだが､今後も全人適が

イニシアティブをとるのか､または､各都道府県が独

自に給与の策定を行うのかについても動向を見守る必

要があろう｡

※本稿執筆にあたり､日本班の研究協力者(山中HJ､

島･川上･押田-J､入羽･田中)がそれぞれ分担･協

力し､別添資料のとおり全国の都道府県等の人事委員

会勧告ならびに教員人事･給与･評価に関するWeb調

査を実施した｡

註

1)平成11年から15年まで5年連続で年間給与が減少

したが､平成16年の官民の給与較差は0. 01%だっ

たために月例給､特別給ともに水準改定はなく､水

準改定以外の勧告(寒冷地手当の引下げ改定等)と

なった｡

2)宮城県人事委員会-本件について電話で照会をし

たところ､勧告でも書かれているような宮城県とし

ての実情もあり､また､単に右-倣えという形では

なく､十分に検討する必要があるために今回の勧告

では見送る結果となったとのことである｡

3)筆者の電話での照会に対する回答｡

4)島根県では｢給料の調整額､産業教育手当及び定時

制通信教育手当などは､社会情勢の変化や学校教育

の現状に適切に対応したものとなるよう､他の都道

府県の動向を注視しながら､引き続き検討を進める

必要がある｡｣と今回の報告において指摘されてい

る｡

5) ｢経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005｣

(平成17年6月21日閣議決定)より抜粋

(エ)教職員の給与

義務教育教職員の人材確保の観点から給与の優位性

を定めた学校教育の水準の維持向上のための義務教

育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法

(人材確保法)について､教職員を巡る雇用情勢の変

化等を踏まえ､廃止を含めた見直しを行う｡具体的

には､教職員給与関係の法令を含め､教職員給与の

在り方について検討を行い､平成18年度中に結論を

得て､平成20年春に所要の制度改正を行う｡
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(資料)平成17年度　都道府県人事委員会の給与勧告･報告　　(単位:%､円)

都道府県名 亂俛�饑�ﾙ�?｢�改定率 弌ﾉ.逢｢�官民格差 兌ﾘｼ�ｹu霾隗｢�平均年齢 

北海道 ���ﾈ��9?｢�AO.37 ��#�ﾃCコ�△4.23 鼎�2ﾃ#s��41.7 

青森 ���ﾈ���?｢�△0,35 ��#�ﾃ3Sr�△3.61 �3途經湯�42.6 

岩手 ���ﾈ�9?｢�△0.35 ��#�ﾃ33r�△3.78 �3��ﾃccb�41.1 

宮城 ���ﾈ繦?｢�△0.35 ��#�ﾃ3釘�△0.44 �3�2ﾃcC��41.3 

秋田 ���ﾈ��自?｢�△0ー35 ��#�ﾃ3釘�△4_02 �3澱ﾃs3��42.4 

山形 ���ﾈ緤?｢�△0.35 ��#�ﾃ3c��△5.24 �3迭ﾃ#ヲ�42.4 

福島 ���ﾈ緤?｢�△0.35 ��(爾ﾃC���△0.53 �3迭ﾃ##��42.3 

茨城 ���ﾈ��y?｢�AO,35 ��(爾ﾃ3sR�△0.28 �3��ﾃ��R�42.5 

栃木 ���ﾈ��9?｢�△0.35 ��(爾ﾃC�2�△0.35 �3湯ﾃ��r�43.3 

群馬 ���ﾈ��9?｢�△0.~34 ��#�ﾃ33r�△0.31 �3モﾃS�2�42_8 

埼玉 ���ﾈ�#�?｢�△0.38 ��#�ﾃSS��△0.38 鼎�ゅ#cr�43.3 

千葉 ��ｳ�ﾈ��I?｢�△0.35 ��#�ﾃS�"�△0.35 鼎#"ﾃ田b�43.9 

東京 ���ﾈ��I?｢�△0.85 ��#2ﾃc���△0.85 鼎#づ田b�43.6 

神奈川 ���ﾈ��)?｢�△0.38 ��#�ﾃs���△0_38 鼎C津c#r�43.9 

新潟 ���ﾈ��9?｢�△0.41 ��#�ﾃc3R�△0.43 �3澱ﾃ�3R�42.9 

富山 ���ﾈ��9?｢�△0.34 ��#�ﾃ3�R�△0.34 �3ビﾃ�s2�43.0 

石川 ���ﾈ��y?｢�△0.34 ����3Sb�△0.34 �3澱ﾃ3S��43.0 

福井 ���ﾈ���?｢�△0.34 ���ﾃ3#r�△0.34 �3�"ﾃ3���42.0 

山梨 ���ﾈ���?｢�△0.35 ��(爾ﾃ3ヲ�△0_37 �3��ﾃ33"�42.6 

長野 ���ﾈ繦?｢�△0.35 ��#�ﾃC#��△0.47 鼎�Bﾃ��B�44.1 

岐阜 祷ﾈ�#�?｢�△0.33 ��#�ﾃ#c��△0.33 �3sづ�3��41.5 

静岡 ���ﾈ�9?｢�△0.31 ��#�ﾃ#S2�△0.32 鼎��ﾃC�"�42.0 

愛知 ���ﾈ緤?｢�△0_31 ��#�ﾃ3sB�△0.31 鼎CbﾃSSB�44.6 

三重 ���ﾈ��I?｢�△0.32 ��#�ﾃ#S��AO_31 �3ッﾃS�"�41.8 

滋賀 ���ﾈ��y?｢�△0.35 ��#�ﾃC#��△OT37 鼎��ﾃ#S��43.0 

京都 ��ｳ�ﾈ��I?｢�△0.37 ��#�ﾃc���△0.37 鼎3Rﾃ�sr�43.1 

大阪 ���ﾈ�#�?｢�△0.27 ��#�ﾃ�S��△0,27 鼎#BﾃゴB�44.4 

兵庫 ���ﾈ��)?｢�△0.36 ��#�ﾃS#��△0.38 鼎#"ﾃc���43.0 

奈良 ���ﾈ緤?｢�△0.36 ��#�ﾃCsR�△0.43 鼎�2ﾃS#��44.3 

和歌山 ��ｳ�ﾈ��I?｢�△1.09 ��#Bﾃ3s2�△1.09 �3迭ﾃSモ�42.7 

鳥取 ���ﾈ��)?｢�△0.34 ��&ﾂﾃ#sB�△1.59 �3cづs3b�40.8 

島根 ���ﾈ��y?｢�△0.35 ��#�ﾃ3sb�△4.70 �3モﾃ3���42.9 

岡山 ���ﾈ��)?｢�△0.37 ��#�ﾃ3途�△0.41 �3sづ#sB�41.7 

広島 ����ﾈ��y?｢�△0.36 ��#�ﾃ3���△0.37 �3��ﾃ����42.3 

山口 ���ﾈ��)?｢�△0.34 ��#�ﾃ3���△0.12 �3ィﾃ�釘�43.0 

徳島 ���ﾈ��9?｢�△0.35 ��#�ﾃ3コ�△0.37 �3澱ﾃc�B�42.6 

香川 ���ﾈ���?｢�△0.35 ��#�ﾃ3C2�△0.39 �3ッﾃ�c��42.9 

愛媛 ���ﾈ緤?｢�△0.37 ��#�ﾃCs��△0.38 �3途ﾃ����42.3 

高知 ���ﾈ繦?｢�△0.34 ��#�ﾃ3#��△0.34 �3��紊�B�43.5 

福岡 ���ﾈ��)?｢�△0.59 ��#"ﾃ3SR�△0.66 �3迭ﾃ3cR�42.8 

佐賀 ���ﾈ繦?｢�△0.35 ��#�ﾃ3�2�△0.40 �3唐ﾃCC��43.3 

長崎 ���ﾈ���?｢�△0.40 坪�#�ﾃS湯�△0,67 �3湯ﾃ3#��42.1 

熊本 祷ﾈ�3�?｢�△0.35 ��#�ﾃ3s��△0.42 �3ヲﾃ�#r�42.5 

大分 ���ﾈ綺?｢�△0.37 ��#�ﾃCS��△0.52 �3迭ﾃツ��43.0 

宮崎 ���ﾈ綺?｢�△0.36 ��#�ﾃC���△0.40 �3ッﾃCCR�42.3 

鹿児島 ���ﾈ紵?｢�△0.38 ��#�ﾃC唐�△0,40 �2纉b繝SB�42.1 

沖縄 ���ﾈ緤?｢�△0.34 ��#�ﾃ#���△0.40 �3s2ﾃccB�41.9 

(各都道府県人事委員会報告･勧告より作成)
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